


仕様書

１　件名
　　令和８年度 被扶養者資格確認業務

２　目的
　　公立学校共済組合愛知支部（以下「発注者」という。）が組合員の被扶養者に係る資格確認（以下「本業務」という。）を実施するにあたり、外部専門組織（以下「受託者」という。）のサービスを活用し、ペーパーレス化と安全性の確保を両立した業務運営を実現することを目的とする。

３　委託業務の概要
　　本業務は、発注者が組合員の被扶養者に係る資格確認を実施するに際し、受託者が資格確認に必要な所得等情報を組合員からインターネット経由で提出させるための仕組み（以下「WEBシステム」という。）を提供・運用するとともに、当該提出情報に基づいて資格確認の審査等の作業を実施するものである。あわせて、WEBシステムの利用が困難な組合員に対しては、受託者が紙媒体による代替手段を提供し、案内・提出物の受付・審査までの一連の対応を行う。

４　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで

５　実施対象者
（１）基準日・対象条件
　　　令和８年７月１日現在に被扶養者として認定されている者のうち、発注者が指定する者。
（２）予定対象者数
　　　約８，５００名

６　提供データ
　　発注者が受託者に提供する資料及びデータは以下のとおりとする。
（１）システム用データ
・対象者リスト
・所属所リスト
（２）業務実施基準及び様式類
・被扶養者資格確認実施要領（別紙１）
・被扶養者資格確認要領（別添審査基準）（別紙２）
・資格確認Ｑ＆Ａ（別紙３）
・被扶養者資格確認票様式（別紙４）
・雇用内容確認書様式（別紙５）
・給与等支給（見込）状況確認書様式（別紙６）
（いずれも令和７年度処理に用いたもの）

７　委託業務の内容
（１）実施計画書及び審査基準仕様書の作成
実施計画書には、SLA（Service Level Agreement）として、書類到着から審査完了までの日数、問合せメールへの回答期限等の品質保証指標について発注者と協議の上決定し盛り込むこと。
　  　審査基準仕様書に定める審査基準は発注者から受領した６（２）の関係書類一式に基づき、原則として発注者の審査基準に準ずる内容とするが、発注者の承諾がある場合は、受託者の提供する審査業務等の仕組みに合わせて合理的な範囲で審査基準及び必要書類等の調整を行うことができるものとする。
　また、受託者は、本業務に影響を及ぼすおそれのある健康保険制度その他関連制度の改正等について、必要な情報収集を行い、発注者の承諾を得たうえで、当該内容を審査基準仕様書に反映するものとする。
（２）専用審査WEBシステムの構築
　　　次のア及びイのシステムについて、本業務の実施に支障のない期間内に構築を完了すること。
[bookmark: _Hlk220331193]　 ア 組合員向け画面（主に組合員が使用）
（ア）組合員毎に専用ページにログインできること。
　 （イ）初回ログイン時又は入力作業開始時までに不備・督促連絡用のメールアドレスを登録させること。
　 （ウ）組合員が入力する被扶養者の状況に応じて、設定された分岐ロジックに基づき、必要となる追加入力項目及び提出書類が動的に表示されること。
　 （エ）提出書類画像のアップロードが可能であること。
　 （オ）入力途中での一時保存及び再開が可能であること。
　 （カ）初回ログインを除き、ログインには組合員が設定したパスワードを使用することとし、パスワードを忘失した際の自動リセット機能（メール認証等）を有すること。
　 （キ）推奨環境外の端末・ブラウザからアクセスがあった場合、警告又はエラーを表示する等の制御を行うこと。
 （ク）PC（Microsoft Edge及びGoogle Chromeの最新版）並びにスマートフォン（iPhone Safari及びAndroid Google Chromeの最新版）の使用を最低限保証するものとする。スマートフォン用専用アプリ等の追加手段は、発注者の承認がある場合に限り許容する。従来型携帯電話（フィーチャーフォン、ガラケー）は対象外とする。
　 イ 管理者向け画面（主に発注者が使用）
　 （ア）発注者にて調査対象者の追加・修正・削除が可能であること。
　 （イ）組合員向け画面における表示内容の分岐ロジック等は、発注者の指示に基づき受託者が設定変更可能であること。又は発注者が直接設定可能であること。
　 （ウ）対象者毎の入力内容、提出画像データ、不備・督促等を含む進捗状況及び審査結果が閲覧できること。
　 （エ）対象者のうち未ログイン者、未回答者、未アップロード者、取消候補者、判断困難者を区分してＣＳＶ一括出力により確認できること。
　 （オ）PC（Microsoft Edge及びGoogle Chromeの最新版）での利用を基本とし、発注者の承認がある場合に限り専用クライアント等の利用を認める。
　 ウ その他システム共通機能
（ア）システムから送信される自動通知メール等について、なりすましメール対策（SPF／DKIM等）を実施し、到達率を確保すること。
（イ）締切直前等のアクセス集中時においても、システムダウンや遅延が発生しないよう十分な負荷分散対策を講じること。
（ウ）アップロードされた画像データについて、視認性を損なわない範囲で容量をリサイズする機能を有すること。
（３）案内文書・紙様式の作成
　　  受託者は発注者と協議のうえ、全対象組合員向けの案内文書（Ａ４／両面カラー、WEBシステムへのアクセス方法及びログイン方法、初回パスワード等を記載）及び紙媒体での実施者向けの送付書類及び各様式を作成する。
（４）担当者の研修
　  　受託者は、審査基準仕様書に基づき、本業務に従事する審査担当者及びコールセンター担当者向けの事前研修を実施する。
　  　研修記録を作成・保管し、要請に応じて発注者に提示する。
（５）対象組合員向け案内文書の送付
　  　受託者は、案内文書等を組合員あて封筒に封入し、所属所毎の封筒等に封入のうえ、発注者の指定する愛知県内８か所（発注者の事務所および各教育事務所等）毎に取りまとめて送付する。
　　また、発送にあたっては、受託者において所属所宛の配付依頼文及び対象者リストを作成・印刷し、所属所あて封筒に同封すること。
（６）WEBシステムでの資格確認　
　 ア 組合員向け画面において、組合員が入力する箇所及び入力すべき内容を提示し、入力内容に応じた必要書類及びそのアップロード方法を案内する。
　 イ 組合員向け画面及びメールでの未回答者及び未アップロード者へのリマインド、不備・督促連絡、手続完了通知の配信を行う。
（７）紙媒体での資格確認
　 ア インターネット環境がないなどの物理的理由によりWEBシステム利用が困難である旨の連絡が組合員向けコールセンターにあった者及び発注者から連携のあった者に対し、紙媒体での資格確認に必要な書類一式を、原則として受託者から対象者の所属所あてに送付する。ただし、提出締切日が切迫している場合等は必要に応じて発注者と受託者で協議のうえ、発注者において送付を行うこともできるものとする。
　 イ 提出された紙様式及び添付書類は受託者が画像（PDF）化し、WEBシステムへ代理入力する。提出物は収受日を記録し、収受簿を作成・管理する。
　 ウ 審査状況に応じて対象組合員等へ不備及び督促等の連絡を行う際の方法は、発注者と協議のうえ決定することとし、当該連絡に要した費用は実費精算を行うものとする。
　 エ WEBシステムでの対象者と同様に、進捗状況及び審査結果等を管理者向け画面から確認できるように登録する。
（８）審査
　 ア 審査基準仕様書に基づく書類審査を実施する。不足・不鮮明等は再提出依頼を行い、未提出のまま一定期間が経過した後は督促を実施する。
　 イ 判断困難者（委託先での判断が難しく発注者の判断を仰ぐ者）の発生率については、審査基準の明確化や従事者への十分な研修等により、全体の１％以下に抑えるよう努めること。
　 ウ 認定取消対象者及び判断困難者リストを作成し、関係書類画像（ＰＤＦ）とともに発注者が契約満了時まで管理者向け画面で閲覧・ダウンロード可能な状態を維持すること。
（９）組合員向けコールセンターの設置
　 ア 対応内容：ログイン方法、組合員向け画面操作方法及び審査基準等に関する組合員からの問合せ全般に対応する。
　 イ 対応時間：平日９：００～１７：００（年末年始及び受託者の指定する休業日を除く）。
　 ウ 記録：全ての問合せ内容・応対結果を記録・管理し、適宜、又は発注者の要請に応じて報告すること。
　 エ 自動音声：コールセンターにおけるオペレーター以外の機械等による対応は必要最小限に止め、事前に発注者の了承を得た範囲と内容に限るものとする。
オ その他：審査期間中において想定される組合員からの問い合わせに対し、応答率８０％以上を維持できる体制を確保すること。
（10）組合員向けメール対応窓口の設置
　 ア 対応内容：ログイン方法、組合員向け画面操作方法及び審査基準等に関する組合員からの問合せ全般に対応する。
　 イ メール受付時間：２４時間受付
　 ウ 回答時間：平日９：００～１７：００（年末年始及び受託者の指定する休業日を除く）。
　 エ 記録：全ての問合せ内容・応対結果を記録・管理し、適宜、又は発注者の要請に応じて報告すること。
オ その他：審査期間中において想定される組合員からの問い合わせに対し、実施計画書に記載された期間以内の返信を維持できる体制を確保すること。
（11）発注者向けサポートデスクの設置
　　対応時間：平日９：００～１７：００（年末年始及び受託者の指定する休業日を除く）
（12）監視・運用・障害対応
　　２４時間３６５日の監視運用（計画停止は可）。サーバー等重要な機器は、大規模災害に備えて冗長化（二重化）等の対策が取られており、障害発生時でも早急な復旧が可能なこと。
　　重大事案及び個人情報インシデントは速やかに報告書提出、善後策の実施、結果の報告を行うこと。
（13）その他
　　上記（１）から（12）に付随する業務を行うこと。

８　想定実施スケジュール
　　概ね以下の通りとするが、受託者の審査業務処理能力等に応じて期間を短縮する等、発注者と協議のうえ調整する。
・令和８年４月１日　：契約締結
・令和８年７月中旬　：受託者が案内文書の発送を完了
・令和８年７月中旬　：WEBシステムによる手続きの受付・内容審査開始
・令和８年９月下旬　：WEBシステムによる手続きの新規受付終了
・令和８年10月下旬 ：紙媒体による手続きの新規受付終了
・令和８年12月下旬 ：全ての審査完了
・令和９年２月28日 ：委託期間終了(ここまで各種データのダウンロードが可能な体制を維持)

９　セキュリティ要件
　　受託者は、対象者から受領した個人情報等が漏えい、滅失又は毀損することなく、適切な管理を行うために組織的・人的・物理的・技術的等の安全管理措置を講じるとともに、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等を参照し、必要な安全管理措置を講じること。
　　なお、本業務の再委託先がある場合は、受注者の責任においてその組織における安全管理措置を徹底することが求められるものとする。
　　また、収集した個人情報を含む組合員情報等の目的外利用を禁ずる。
（１）情報セキュリティ対策
　 ア 受託者は、情報セキュリティ管理について情報セキュリティマネジメントシステム（ISO／IEC27001）、個人情報マネジメントシステム（ISO／JIS Q15001）、プライバシーマーク、オフィスセキュリティマークのうちいずれかの公的資格を有していること。又は、資格同等の情報セキュリティ対策を実施していることを証明できること。
　 イ 受託者は、サービスの機密性、完全性、可用性を確保するため、以下のセキュリティ対策を実施すること。
（ア）通信経路上での暗号化（SSL等）
（イ）ウイルス対策ソフトの導入及びパターンファイルの定期的な更新並びにセキュリティパッチの定期的な運用等による不正プログラム対策
　 （ウ）ID、パスワード等によるユーザー認証、侵入防止システムの導入等による24時間監視、サーバー等重要な機器の設置場所への立ち入り制限による不正アクセス対策
　 （エ）その他必要なセキュリティ対策
　 ウ 本業務に関する機器を設置するデータセンターは、日本国内に設置されたものであり、耐震設備、電源設備、空調設備、セキュリティ設備、耐火設備、保管設備、ネットワーク設備、監視設備等を有する堅牢な施設に設置されており、不正侵入及びデータの改ざん等の不正アクセス防止に対する万全のセキュリティ対策が講じられていること。
（２）情報セキュリティインシデントへの対処
　 ア 受託者は、情報セキュリティインシデントへの対処においての準備から事後処理に至る全般的なインシデント対処プロセスを確立していること。
　 イ 当事者及び関係者の役割を含む体制をあらかじめ定めていること。（連絡先窓口及び対応可能時間帯含む）
　 ウ インシデント対処体制、責任者、担当者から当該体制への報告フロー等の概要について、対処能力の証明として契約締結までに説明ができること。
　 エ 委託期間中に情報セキュリティ対策の実施状況及び情報セキュリティインシデント等の検知有無等について定期的な報告を行うこと。
　 オ 情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、委託先が受託事業を一時中断するなどの必要な措置を講じた上で、報告手順に従い遅滞なく発注者に報告を行うとともに対処を行うこと。

（３）データの管理
　 ア 受託者は、本業務により得られたデータについて、コンピュータシステムによるデータベースを構築・保管し、委託業務の一層の充実や資料作成のために使用する（委託業務以外には使用しない。）。
　 イ データ保管期間は、特段の定めがある場合を除き、委託期間の末日までとする。
　 ウ 個人情報を含むデータの返却及び処分について、受託者は委託期間終了後２か月以内に本委託契約に使用した個人情報を含む全てのデータを、これを再利用できない方法でハードディスク、サーバー等から消去し、消去報告を行うこと。
（４）データの授受
　  　個人情報を含むデータの授受において、メール添付（PPAP方式）は禁止とし、セキュアなオンラインストレージ等を利用すること。

10　成果物一覧
本業務における成果物等は以下のとおりとする。なお、同等内容を満たすものであれば、発注者と協議のうえ合理化のための統合は可能であるものとする。
	
	名称
	媒体
	納品先
	備考

	①
	所属所あて封筒
	封筒等
	発注者が指定する愛知県内８か所（発注者事務所及び各教育事務所等）
	②③④を封入

	②
	所属所あて通知文
	紙
	
	

	③
	所属所あて対象者リスト
	紙
	
	

	④
	個別組合員あて封筒
	封筒
	
	⑤⑥を封入
①内で組合員番号順に並べて封入

	⑤
	組合員向けログイン案内
	紙
	
	組合員番号、組合員氏名、対象被扶養者氏名、WEBシステム用ID・パスワードを記載

	⑥
	組合員向け案内
	紙
	
	組合員向けに被扶養者認定基準及び被扶養者資格確認の概要を記載

	⑦
	未ログイン者リスト
	データ
	発注者事務所
又はオンラインストレージ等でのデータ納品

	該当者分

	⑧
	未回答者リスト
	データ
	
	該当者分

	⑨
	認定取消対象者リスト
	データ
	
	該当者分

	⑩
	判断困難者リスト
	データ
	
	該当者分

	⑪
	審査結果報告リスト
	データ
	
	資格確認の全対象者分

	⑫
	提出書類ＰＤＦ
	データ
	
	

	⑬
	問合せ応対記録
	データ
	
	

	⑭
	紙様式・添付書類一式
	紙
	発注者事務所
	紙媒体審査対象者の提出原本


各成果物の詳細な納期については、発注者と受託者が別途協議のうえ決定する。なお、契約満了日までは、管理者向け画面からのダウンロード等により、発注者が各データを再入手可能な状態を維持すること。

11　成果物の検査
（１）書類検査
　　  記載内容の正確性等について、発注者が指定する方法により検査を行う。
（２）データ検査
　  　電子データについて、発注者が指定する方法により検査を行う。

12　その他
　　本仕様書に定めのない事項、又は業務実施中に疑義が生じた場合は、発注者と受託者が誠意をもって協議し決定するものとする。



